
研
究
ノ
ー
ト

蘇
に
つ
い
て

饗
膳
と
古
代
の
乳
製
品

加

藤

朱

美

令
和
三
年
七
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
五
十
四
巻
第
二
号

抜
刷



研
究
ノ
ー
ト

皇
學
館
論
叢

第
五
十
四
巻
第
二
号

令

和

三

年

七

月

十

日

蘇
に
つ
い
て

饗
膳
と
古
代
の
乳
製
品

加

藤

朱

美

□

要

旨

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
﹁
蘇
﹂
と
い
う
乳
製
品
が
存

在
し
︑
そ
の
用
途
は
食
用
だ
け
で
な
く
行
事
の
供
饌
用
や
︑
薬
用
な

ど
実
に
様
々
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
蘇
は
特
定
の
諸
国
か
ら
納
め
ら

れ
︑
特
に
朝
廷
や
貴
族
な
ど
の
上
流
階
級
の
間
で
嗜
好
品
と
し
て
親

し
ま
れ
た
︒

こ
の
蘇
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
︑
蘇
が
現
代
の
食
品
に
当
て

は
め
る
と
何
に
近
い
の
か
・
ど
う
い
っ
た
風
味
や
性
質
な
の
か
を
主

に
述
べ
て
い
る
も
の
が
多
い
︒
そ
れ
ら
の
研
究
に
よ
る
と
︑
蘇
は
バ

タ
ー
︑
コ
ン
デ
ン
ス
ミ
ル
ク
︑
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
の
乳
製
品
に
近
い

と
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
実
際
の
用
途
を
述
べ
て
い
る
研
究
は
少
な
く
︑
こ
れ
で

は
蘇
に
関
す
る
研
究
が
不
十
分
と
言
え
よ
う
︒
本
稿
で
は
蘇
が
諸
国

か
ら
納
め
ら
れ
る
過
程
や
︑
原
料
で
あ
る
牛
乳
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
蘇

が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
を
述
べ
て
い
こ
う
と

思
う
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

和
薬
使
主

乳
長
上

乳
戸

乳
牛
院

蘇
甘
栗
使

は

じ

め

に

﹁
蘇そ

﹂
と
は
奈
良
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
食
用
や
薬
用
︑
供
饌
用
な

ど
に
用
い
ら
れ
た
乳
製
品
で
︑
蘇
は
指
定
さ
れ
た
諸
国
か
ら
朝
廷
に
貢
納

さ
れ
︑
行
事
で
の
副
食
や
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
た
︒

現
代
の
食
品
で
は
ヨ
ー
グ
ル
ト
︑
バ
タ
ー
︑
コ
ン
デ
ン
ス
ミ
ル
ク
︑
あ
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る
い
は
加
熱
凝
固
型
チ
ー
ズ
な
ど
が
当
て
は
め
ら
れ
て
き
た
︒
東
野
治
之

氏
に
よ
れ
ば
︑﹃
新
修
本
草
﹄
や
﹃
医
心
方
﹄
の
記
述
を
も
と
に
︑
蘇
は
﹁
さ

し
ず
め
︑
高
級
な
美
容
健
康
食
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︵
1
︶

︒
古
代
の
食
文
化

へ
の
関
心
の
高
さ
も
あ
い
ま
っ
て
︑
蘇
を
再
現
す
る
試
み
や
商
品
化
さ
れ

た
蘇
も
あ
り
︑
蘇
の
用
途
は
饗
宴
で
の
酒
肴
あ
る
い
は
点
心
と
す
る
指
摘

も
な
さ
れ
て
い
る
︵
2
︶

︒

こ
の
よ
う
に
乳
製
品
﹁
蘇
﹂
は
特
別
な
食
品
で
あ
り
︑
日
常
の
食
事
と

は
異
な
っ
て
饗
膳
な
ど
に
供
さ
れ
た
︒
本
論
文
で
は
蘇
に
つ
い
て
の
研
究

史
を
踏
ま
え
︑
蘇
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
用
い
ら
れ
た
の
か
を
検
討
し
︑

嗜
好
食
品
に
求
め
ら
れ
た
役
割
を
考
察
し
て
み
た
い
︒

一
︑
蘇
に
つ
い
て

1
．
蘇
の
生
産
と
貢
納

古
代
の
乳
製
品
﹁
蘇
﹂
の
研
究
で
先
駆
け
と
な
っ
た
の
は
瀧
川
政
次
郎

氏
の
業
績
で
あ
り
︑
再
現
実
験
を
踏
ま
え
た
検
討
で
は
東
野
治
之
・
池
山

紀
之
両
氏
の
論
考
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
3
︶

︒
近
年
は
従
来
の
制
度
研
究
に
加

え
︑
木
簡
や
墨
書
土
器
︑
年
中
行
事
書
な
ど
の
新
資
料
を
駆
使
し
て
牛
乳

や
乳
製
品
を
総
合
的
に
論
じ
た
佐
藤
健
太
郎
氏
の
論
考
が
詳
し
い
︵
4
︶

︒

﹁
蘇
﹂
は
牛
乳
か
ら
製
さ
れ
︑
蘇
の
精
製
方
法
を
記
述
し
た
﹃
延
喜
式
﹄

に
よ
れ
ば
︑﹁
蘇
を
作
る
の
法
︑
乳
大
一
斗
を
煎
じ
︑
蘇
大
一
升
を
得
る
﹂

︵
民
部
省
下
59
諸
国
貢
蘇
︶
と
あ
っ
て
︑
牛
乳
を
十
分
の
一
の
容
量
ま
で

煮
詰
め
に
し
た
も
の
と
書
か
れ
て
い
る
︒

平
安
時
代
の
百
科
事
典
﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
で
は
︑﹁
飲
食
部

酥
蜜
類
﹂

に
醍
醐
・
酥
・
酪
な
ど
の
乳
製
品
が
列
挙
さ
れ
︑
こ
の
う
ち
の
﹁
酥そ

﹂
に

つ
い
て
﹁
酥
︑
陶
隠
居
曰
く
︑
酥
︹
音
︑
蘇
と
同
じ
︒
俗
音
は
曾そ

︺︑
牛
・

羊
の
乳
よ
り
為
る
と
こ
ろ
な
り
﹂
と
解
説
が
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
蘇

は
﹁
酥
﹂
と
も
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
史
料
に
﹁
酥
﹂
の
文
字

は
少
な
く
︑
古
代
日
本
で
は
﹁
蘇
﹂
の
文
字
を
用
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
︒

蘇
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
︑
平
安
期
の
明
法
家
・
惟
宗
允
亮
が

ま
と
め
た
法
制
書
﹃
政
事
要
略
﹄
に
あ
り
︑
蘇
に
関
す
る
漢
籍
や
日
本
の

文
献
・
法
令
が
集
め
ら
れ
て
い
る
︒
平
安
時
代
の
蘇
に
関
す
る
知
識
の
集

成
と
い
っ
て
も
よ
い
︒

︻
史
料
1
︼﹃
政
事
要
略
﹄
巻
第
二
十
八

年
中
行
事
十
二
月
上
︵
新

訂
増
補
国
史
大
系
︶

貢
蘇
事

本
草
云
︒﹁
酪
蘇
微
寒
︒
補
二

五
蔵
一

利
二

大
腸
一︒
主
二

口
瘡
一

﹂︒
注

云
︑﹁
蘇
︑
出
二

外
国
一︒
亦
従
二

益
州
一

来
︒
本
是
牛
羊
乳
所
二

為
作
一

也
︒

自
有
レ

法
︒
仏
経
丞
称
二

乳
成
レ

酪
蘇
々
成
レ

醒
︒
々
々
色
黄
白
︑
作

レ

餅
甚
甘
肥
︒
亦
時
至
二

江
南
一

﹂︒
謹
案
︑
蘇
■
酪
作
也
︒
性
猶
二

与
レ

酪
異
一︒
今
通
言
︒
恐
是
陶
之
未
達
︒
然
蘇
︑
牛
蘇
勝
二

於
羊
蘇
一︒
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其
牦
牛
復
優
二

於
家
牛
一︒

又
云
︑﹁
牛
乳
微
寒
︒
補
二

虛
羸
一︒
止
レ

渇
下
レ

気
﹂︒
注
云
︑﹁
■
牛

為
レ

佳
︒
不
レ

用
下

新
被
二

飮
竟
一

者
上

﹂︒
謹
案
︑
水
牛
乳
云
︑
造
石
密

湏
之
言
︒
作
レ

酪
濃
厚
︒
味
勝
二

■
牛
乳
性
一︒
争
飮
令
愛

人
利
二

熟
飮
一︒

含
二

于
微
一

似
レ

温
︹
馬
乳
・
驢
乳
・
羊
︑
依
二

多
文
无
阿

用
︑
不
レ

取
レ

之
也
︺︒

右
官
史
記
云
︑﹁
文
武
天
皇
四
年
十
月
︒
遣
レ

使
造
レ

蘇
﹂︒

太
政
官
符
七
道
諸
国
司

蘇
事

右
︑
自
今
以
後
︑
納
レ

籠
進
︑
不
レ

湏
二

檜
杉
等
櫃
一︒
今
以
レ

状
下
レ

符
︒

養
老
六
年
閏
四
月
十
七
日

︵
後
略
︶

ま
ず
﹃
政
事
要
略
﹄
が
引
用
し
て
い
る
の
は
︑﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
に
も
あ
っ

た
梁
・
陶
隠
居
︵
弘
景
︶
の
﹃
本
草
集
注
﹄
で
あ
る
︒
蘇
の
効
用
は
︑
五

臓
を
補
い
︑
大
腸
に
利
き
︑
口
内
の
で
き
も
の
に
も
効
果
が
あ
る
と
記
さ

れ
て
い
る
︵
5
︶

︒

蘇
の
材
料
は
牛
乳
に
限
ら
ず
︑
ヒ
ツ
ジ
︑
ウ
マ
︑
ロ
バ
の
乳
に
も
言
及

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
蘇
は
多
様
な
牧
畜
文
化
の
な
か
で
育

ま
れ
た
食
品
で
あ
り
︑
日
本
で
は
そ
の
う
ち
の
牛
乳
を
原
料
と
し
た
蘇
の

み
を
受
容
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

﹁
右
官
史
記
﹂
は
奈
良
時
代
ご
ろ
に
成
立
し
た
と
さ
れ
︑﹃
本
朝
月
令
﹄

や
﹃
政
事
要
略
﹄
な
ど
に
逸
文
の
み
が
確
認
さ
れ
る
歴
史
書
で
あ
る
︵
6
︶

︒﹁
右

官
史
記
﹂
に
よ
れ
ば
︑
文
武
天
皇
四
年
︵
七
〇
〇
︶
に
蘇
を
造
ら
せ
る
た

め
の
使
い
が
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
︒

続
い
て
引
用
さ
れ
た
養
老
三
年
︵
七
一
九
︶
閏
四
月
十
七
日
太
政
官
符

は
七
道
諸
国
に
対
し
て
蘇
の
貢
進
方
法
を
命
じ
た
も
の
で
︑
木
製
の
容
器

︵
櫃
︶
で
は
な
く
︑
籠
に
納
め
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
︒
蘇
を
数
え
る

単
位
は
﹁
籠
﹂﹁
壺
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
は
水
分
を
多
く
含
ん
だ
蘇
の
状
態

を
う
か
が
わ
せ
る
︒

蘇
を
入
れ
る
容
器
に
関
わ
っ
て
︑
正
倉
院
文
書
の
正
税
帳
に
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
︒

︻
史
料
2
︼
尾
張
国
正
税
帳

正
集
十
五
⑦
︵
大
日
本
古
文
書
﹇
編
年

文
書
﹈
一
巻
六
一
〇
頁
︶︑

造
蘇
壱
斗
參
升
︹
納
壺
七
口

大
壺
三
口
︑
々
別
納
三
升
︑
小
壺
四

口
︑
々
別
納
一
升
︺

︻
史
料
3
︼
但
馬
国
正
税
帳

正
集
二
十
九
⑥
・
⑦
︵
大
日
古
﹇
編
年

文
書
﹈
二
巻
六
四
～
六
五
頁
︶

依
例
造
蘇
伍
壺
︹
大
二
︑
小
三
︺
乳
牛
壱
拾
參
頭
︹
取
乳
廿
日
︺

單
貮
伯
陸
拾
頭
︑
秣
稲
壺
伯
肆
束
︹
牛
別
日
四
把
︺

︵
中
略
︶

蘇
伍
壺
︑
擔
夫
壺
人

︻
史
料
4
︼
周
防
国
正
税
帳

正
集
三
十
六
①
︵
大
日
古
﹇
編
年
文
書
﹈

蘇
に
つ
い
て
︵
加
藤
︶
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二
巻
一
三
八
頁
︶

造
蘇
肆
升
︹
小
︺
納
壺
肆
口
︹
並
小
︺
乳
牛
陸
頭
︹
取
乳
廿
日
︺
飼

稲
肆
拾
捌
束
︹
牛
別
日
四
把
︺

い
ず
れ
も
天
平
年
間
に
蘇
の
生
産
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
史
料

で
︑
天
平
六
年
の
尾
張
国
正
税
帳
を
見
る
と
︑
大
壺
が
三
升
︑
小
壺
が
一

升
に
な
る
︒
こ
れ
を
天
平
十
年
の
但
馬
国
正
税
帳
に
当
て
は
め
る
と
︑
大

壺
二
︑
小
壺
三
を
納
め
て
い
る
の
で
︑
合
計
す
る
と
九
升
に
な
る
︒
こ
の

九
升
の
蘇
を
得
る
た
め
に
︑
但
馬
国
は
二
〇
日
間
乳
牛
一
三
頭
に
日
毎
に

四
把
の
秣
稲
を
与
え
牛
乳
を
搾
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
生
成
さ
れ
た
蘇

は
︑
担
夫
に
よ
っ
て
都
に
運
ば
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

加
工
し
て
完
成
し
た
蘇
を
貢
納
す
る
形
態
は
︑
瀧
川
政
次
郎
氏
に
よ
る

と
︑﹃
政
事
要
略
﹄
が
引
用
す
る
養
老
三
年
閏
四
月
十
七
日
太
政
官
符
で

の
指
示
と
合
わ
せ
て
︑
ま
ず
蘇
を
壺
に
納
め
︑
そ
の
壺
を
籠
に
入
れ
た
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
︵
7
︶

︒

奈
良
時
代
の
木
簡
に
も
蘇
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
︒
佐
藤
健

太
郎
氏
の
研
究
を
参
考
に
し
て
︵
8
︶

︑
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
木
簡
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
﹁
木
簡
庫
﹂
で
検
索
す
る
と
︑
蘇
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
木
簡

が
あ
る
︒

︻
史
料
5
︼﹃
平
城
宮
木
簡
﹄
一
・
四
四
六
号

近
江
国
生
蘇
三
合

縦
55
×
幅
9
×
厚
2
︵
㎜
︶

〇
三
一
型
式

︻
史
料
6
︼
二
条
大
路
出
土
木
簡
︵
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報

三
〇
︶

参
河
国
貢
蘇

縦
87
×
幅
18
･3
×
厚
39
︵
㎜
︶
〇
三
九
型
式

・
武
蔵
国
進
上
蘇

縦
65
×
幅
11
･1
×
厚
32
︵
㎜
︶
〇
三
二
型
式

・
天
平
七
年
十
一
月

上
総
国
精
蘇

縦
56
×
幅
17
･2
×
厚
32
︵
㎜
︶
〇
三
二
型
式

美
濃
国
蘇

縦
43
×
幅
10
･3
×
厚
31
︵
㎜
︶
〇
三
一
型
式

︻
史
料
5
︼
は
平
城
宮
の
内
裏
北
方
官
衙
地
区
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
︑

近
江
国
が
﹁
生
蘇
﹂
を
貢
進
し
た
際
の
荷
札
で
あ
る
︒︻
史
料
6
︼
は
い

ず
れ
も
二
条
大
路
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
あ
る
︒
二
条
大
路
出
土
木
簡
の

年
代
は
天
平
八
年
︵
七
三
六
︶
頃
の
も
の
が
多
い
︒﹁
生
蘇
﹂﹁
精
蘇
﹂
と

い
っ
た
記
述
か
ら
︑
蘇
に
も
い
く
つ
か
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
︒
蘇
の
木
簡
は
く
く
り
紐
を
か
け
る
た
め
の
切
り
欠
き
が
あ
り
︑
縦
の

長
さ
が
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
収
ま
る
小
さ
な
も
の
で
︑
貢
進
し

た
郡
名
・
人
名
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
︒

武
蔵
国
か
ら
の
木
簡
を
見
る
と
︑
こ
の
蘇
は
十
一
月
に
貢
納
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
り
︑﹃
延
喜
式
﹄
民
部
省
下
59
諸
国
貢
蘇
条
や
﹃
政
事
要
略
﹄

に
規
定
さ
れ
た
貢
蘇
の
期
限
を
十
一
月
以
前
と
す
る
こ
と
は
︑
奈
良
時
代

か
ら
定
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
︒

蘇
の
貢
納
に
つ
い
て
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
で
は
諸
国
で
分
担
番
次
が
定
め

ら
れ
︑
六
番
︵
六
グ
ル
ー
プ
︶
に
分
け
て
六
年
ご
と
に
蘇
を
納
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
︵
9
︶

︒
蘇
の
精
製
方
法
や
乳
牛
へ
与
え
る
秣
に
つ
い
て
も
次
の
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よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
︒

︻
史
料
7
︼﹃
延
喜
式
﹄
民
部
省
下

59
諸
国
貢
蘇
︵
訳
注
日
本
史
料
︶

諸
国
貢
レ

蘇
︑
右
依
二

番
次
一︑
当
年
十
一
月
以
前
進
畢
︒
但
出
雲
国
︑

十
二
月
為
レ

限
︒
輪
転
随
次
︑
終
而
復
始
︒
其
取
二

得
乳
一

者
︑
肥
牛

日
大
八
合
︑
痩
牛
減
レ

半
︒
作
レ

蘇
之
法
︑
乳
大
一
斗
︑
煎
得
二

蘇
大

一
升
一︑
但
飼
秣
者
︑
頭
別
日
四
把
︒

﹃
延
喜
式
﹄
民
部
省
下
の
58
貢
蘇
番
次
条
・
59
諸
国
貢
蘇
条
は
︑︻
史
料

1
︼
に
挙
げ
た
﹃
政
事
要
略
﹄
の
後
略
部
分
で
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
出
雲

国
を
除
い
て
蘇
の
貢
納
期
限
を
十
一
月
以
前
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て

は
︑
東
野
氏
・
池
山
氏
や
廣
野
氏
の
論
文
に
よ
る
と
︑
十
一
月
ご
ろ
が
濃

い
牛
乳
を
得
ら
れ
る
時
期
で
あ
り
︑
蘇
を
作
る
う
え
で
非
常
に
安
定
し
て

い
る
こ
と
・
気
温
が
低
く
腐
敗
を
防
げ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
10
︶

︒

た
だ
し
十
一
月
以
前
に
蘇
を
貢
納
す
る
と
の
期
限
が
守
ら
れ
な
い
︑
あ

る
い
は
粗
悪
な
蘇
が
貢
進
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
ら
し
く
︑
貢
蘇
の
違
闕

を
責
め
違
勅
罪
を
科
す
と
の
法
令
が
し
ば
し
ば
出
さ
れ
て
い
る
︵﹃
類
聚

三
代
格
﹄
所
収
貞
観
七
年
三
月
二
日
太
政
官
符
︑﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
仁

和
三
年
二
月
五
日
条
な
ど
︶︒
平
安
時
代
の
蘇
の
生
産
と
貢
進
は
順
調
で

な
い
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

2
．
牛
乳
生
産
の
概
略

さ
て
蘇
を
生
産
す
る
た
め
に
は
︑
乳
牛
の
飼
育
が
必
須
で
あ
る
︒
蘇
の

前
提
に
は
︑
乳
牛
を
飼
育
し
︑
乳
製
品
を
食
べ
る
牧
畜
の
文
化
が
あ
っ
た
︒

﹃
政
事
要
略
﹄
の
な
か
で
︑
諸
国
か
ら
貢
蘇
が
始
ま
る
の
は
文
武
天
皇
四

年
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
関
連
し
て
﹃
続
日
本
紀
﹄
文
武
天
皇
四
年
︵
七
〇
〇
︶

三
月
丙
寅
︿
一
七
日
﹀
条
を
見
る
と
︑﹁
諸
国
を
し
て
牧
地
を
定
め
︑
牛

馬
を
放
た
し
む
﹂
と
の
条
文
が
あ
る
︒

で
は
こ
の
よ
う
な
乳
牛
の
飼
育
は
︑
い
つ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
で
あ
ろ

う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
古
代
氏
族
の
職
掌
起
源
で
明
示
が
あ
り
︑
乳
製

品
の
歴
史
を
語
る
際
に
常
に
注
目
さ
れ
て
き
た
︒
七
世
紀
の
渡
来
人
が
牛

乳
を
献
じ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
氏
姓
を
賜
っ
た
と
の
記
事
で
あ
る
︒

︻
史
料
8
︼﹃
新
撰
姓
氏
録
﹄
巻
第
二
十
二

左
京
諸
蕃
下
︵
田
中
卓

著
作
集
3
︶

和
薬
使
主

出
レ

自
二

呉
国
主
︑
照
淵
孫
︑
智
聡
一

也
︒
天
国
排
開
廣
庭
天
皇
︹
謚

欽
明
︺
御
世
︑
随
二

使
大
伴
佐
弖
比
古
一︑
持
二

内
外
典
・
薬
書
・
明

堂
図
等
百
六
十
四
巻
︑
仏
像
一
軀
︑
伎
楽
調
度
一
具
等
一

入
朝
︒
男
︑

善
那
使
主
︑
天
萬
豊
日
天
皇
︹
謚
孝
徳
︺
御
世
︑
依
レ

献
二

牛
乳
一︑

賜
二

姓
和
薬
使
主
一︒
奉
二

度
本
方
書
一
百
卅
巻
・
明
堂
図
一
・
薬
臼
一
︑

及
伎
楽
一
具
︒
今
在
二

大
寺
一

也
︒

牛
乳
に
代
表
さ
れ
る
乳
製
品
を
食
べ
る
文
化
は
︑
渡
来
人
に
よ
っ
て
列

島
に
も
た
ら
さ
れ
︑
飛
鳥
時
代
の
宮
廷
で
食
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

賜
っ
た
氏
姓
が
﹁
和
薬
使
主
﹂
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
こ
の
時
点
で
は
牛
乳

蘇
に
つ
い
て
︵
加
藤
︶
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が
特
別
な
薬
用
食
品
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

牛
乳
を
献
じ
た
善
那
使
主
に
つ
い
て
は
︑
牛
乳
の
生
産
に
あ
た
り
献
上

を
担
当
す
る
責
任
者
と
し
て
︑
典
薬
寮
の
﹁
乳
長
上
﹂
に
任
じ
ら
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

︻
史
料
9
︼﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
五

定
秩
限
事
︵
新
訂
増
補
国
史
大
系
︶

太
政
官
符

応
二

乳
長
上
歴
六
年
為
阿

限
事

右
︑
得
二

宮
内
省
解
一

偁
︑﹁
典
薬
寮
解
偁
︒﹃
検
二

案
内
一︑
難
波
長
柄

豊
前
宮
御
宇
天
皇
御
世
︑
大
山
上
和
薬
使
主
福
常
︑
習
二

取
レ

乳
術
一︑

始
授
二

此
職
一︒
自
レ

斯
以
降
︑子
孫
相
承
︑世
居
二

此
任
一︑至
レ

今
不
レ

絶
︒

而
今
︑
終
身
在
レ

職
︑
漸
致
二

懈
怠
一︒
望
請
︑
簡
-二
補
氏
中
幹
了
者
一︑

以
二

六
箇
年
一

為
レ

限
﹄﹂
者
︒
大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近
衛
大
将
陸

奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
冬
嗣
宣
︑
奉
レ

勅
︑
依
レ

請
︒

弘
仁
十
一
年
二
月
廿
七
日

弘
仁
十
一
年
︵
八
二
〇
︶
の
太
政
官
符
は
︑
孝
徳
朝
の
和
薬
使
主
福
常

以
来
︑
そ
の
子
孫
が
就
任
し
﹁
乳
長
上
﹂
に
つ
い
て
︑
終
身
で
は
﹁
懈
怠
﹂

が
あ
る
た
め
︑
任
期
を
六
年
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
︒︻
史
料
20
︼
の
﹁
和

薬
使
主
福
常
﹂
が
︻
史
料
19
︼﹃
新
撰
姓
氏
録
﹄
の
﹁
善
那
使
主
﹂
に
当

た
る
︒

た
し
か
に
弘
仁
十
一
年
に
至
っ
て
乳
長
上
の
任
期
は
定
め
ら
れ
た
が
︑

﹁
氏
中
の
幹
了
な
る
者
﹂
か
ら
任
用
さ
れ
る
の
で
︑
結
局
は
和
薬
使
主
と

い
う
氏
族
に
限
ら
れ
て
い
た
︒﹁
乳
を
取
る
術
﹂
は
特
定
の
集
団
の
な
か

で
伝
習
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑
つ
ま
り
牛
乳
の
生
産
は
限
ら
れ
た
人
々
の
間

で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︵
11
︶

︒
な
お
天
長
二
年
︵
八
二
五
︶
に

い
た
っ
て
﹁
乳
長
上
﹂
は
﹁
乳
師
﹂
と
名
称
が
改
め
ら
れ
た
︵﹃
類
聚
三

代
格
﹄
所
収
天
長
二
年
四
月
四
日
太
政
官
符
︶︒

こ
の
乳
長
上
︵
乳
師
︶
の
下
に
﹁
乳
戸
﹂
と
い
う
集
団
が
あ
っ
た
︒
乳

戸
に
つ
い
て
は
﹃
令
集
解
﹄
職
員
令
で
典
薬
寮
に
所
属
す
る
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
お
り
︑﹁
古
記
﹂
な
ど
の
諸
説
で
は
︑
雑
徭
を
免
じ
ら
れ
る
品
部

と
解
説
さ
れ
て
い
る
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
六
年
︵
七
一
三
︶
五
月
丁
亥

︿
二
五
日
﹀
条
で
は
︑
山
背
国
で
﹁
乳
牛
戸
﹂
を
指
定
し
た
記
事
も
あ
る
︵
12
︶

︒

さ
ら
に
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
︑
乳
牛
の
飼
育
を
専
門
に
行
な
う
典
薬

寮
管
轄
の
乳
牛
院
の
存
在
が
確
認
で
き
る
︒

︻
史
料
10
︼﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
十
八

国
飼
並
牧
馬
牛
事
︵
新
訂
増

補
国
史
大
系
︶

太
政
官
符

応
三

復
レ

旧
行
二

味
原
牧
乳
牛
課
法
年
限
一

事
︒

右
︑
得
二

宮
内
省
解
一

偁
︑﹁
典
薬
寮
解
偁
︑﹃
勘
二

件
牧
乳
牛
課
法
一︑

元
来
起
レ

自
二

四
歳
一︑
停
二

十
二
歳
一︒
行
来
年
久
︒
而
前
頭
源
朝
臣
道
︑

偏
称
二

令
條
一︑
自
二

去
元
慶
五
年
一︑
勘
二

発
十
九
歳
之
課
一︑
申
二

載
勘

解
由
使
報
符
一︑
下
レ

寮
已
畢
︒
今
案
二

事
情
一︑
乳
牛
院
立
飼
牛
︑
惣

十
四
頭
︑
就
レ

中
︑
母
牛
七
頭
︑
其
息
七
頭
︑
遙
相
輪
転
︑
以
充
二
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供
御
一︒
因
レ

玆
︑
蕃
息
之
牛
︑
不
レ

同
二

余
牧
一︒
望
請
︒
従
二

勘
発
年
一︑

被
レ

免
二

件
課
一︑
復
レ

旧
将
レ

勘
二

四
歳
已
上
十
二
歳
已
下
之
課
一︒
然
則
︑

供
御
之
儲
︑
自
備
︒
逃
散
之
輩
︑
更
帰
︒
謹
請
二

官
裁
一

﹄﹂
者
︒
左

大
臣
宣
︑
奉
レ

勅
︑
依
レ

請
︒

元
慶
八
年
九
月
一
日

こ
の
太
政
官
符
を
見
る
と
︑
元
慶
八
年
の
時
点
で
乳
牛
院
は
母
牛
七
頭

と
子
牛
七
頭
の
計
十
四
頭
を
飼
育
し
︑﹁
供
御
﹂︵
天
皇
の
食
膳
︶
の
牛
乳

が
生
産
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
ら
の
牛
は
味
原
牧
︵
摂
津
国
東
生
郡
味
原
郷

に
あ
っ
た
典
薬
寮
直
営
の
牛
牧
︶
か
ら
︑
毎
年
新
牛
と
旧
牛
を
交
換
す
る

方
式
で
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
子
牛
が
一
緒
に
供
給
さ
れ
る

の
は
︑
母
牛
の
母
乳
で
育
て
る
た
め
で
あ
る
︒
当
時
は
現
在
の
よ
う
に
飼

料
が
な
か
っ
た
の
で
︑
子
牛
が
草
を
食
べ
る
ま
で
は
母
牛
の
母
乳
で
育
て

る
必
要
が
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
典
薬
頭
の
源
道
は
元
慶
五
年
︵
八
八
一
︶
に
な
っ
て
令
文
を

根
拠
に
︑
乳
牛
の
飼
育
年
限
を
一
二
歳
か
ら
一
九
歳
に
延
長
し
た
︒
そ
の

結
果
︑
乳
牛
院
で
は
牛
の
繁
殖
が
う
ま
く
い
か
ず
︑
さ
ら
に
牧
の
住
人
ま

で
が
逃
散
し
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
た
め
典
薬
寮
と
し
て
は
飼
育
年
限
を
一

二
歳
に
戻
す
こ
と
を
上
申
し
︑
太
政
官
は
こ
の
申
請
を
許
可
し
た
の
で

あ
っ
た
︒

こ
の
箇
所
を
読
む
と
︑
現
在
の
よ
う
に
酪
農
技
術
が
発
達
し
て
い
な

か
っ
た
古
代
で
は
︑
牛
乳
を
得
る
こ
と
や
牛
を
飼
育
す
る
こ
と
の
大
変
さ

が
感
じ
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
環
境
に
い
る
乳
戸
に
雑
徭
が
免

除
さ
れ
て
い
る
の
も
納
得
が
い
く
︒

ち
な
み
に
﹃
西
宮
記
﹄
巻
八

諸
院
事
に
よ
る
と
︑﹁
乳
牛
院
﹂
は
典

薬
寮
の
別
所
と
し
て
右
近
馬
場
の
西
に
あ
り
︑
別
当
・
乳
師
・
預
ら
の
人

員
が
配
さ
れ
︑
山
城
・
丹
波
か
ら
の
蒭
や
大
炊
寮
か
ら
の
雑
穀
が
充
て
ら

れ
て
い
た
︒﹁
乳
牛
院
﹂
の
乳
は
三
宮
の
供
御
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
お

り
︑
牛
乳
は
宮
廷
で
も
限
ら
れ
た
人
々
の
た
め
に
生
産
さ
れ
た
貴
重
な
食

品
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
し
て
や
諸
国
に
お
い
て
牛
乳
か
ら
調
整
さ
れ
た
蘇
と
も
な
れ
ば
︑
き

わ
め
て
希
少
で
特
別
な
食
品
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
以
下
︑
章

を
改
め
て
︑
蘇
の
用
途
を
考
察
し
て
み
た
い
︒

二
︑
蘇
の
用
途
に
つ
い
て

1
．
蘇
甘
栗
使

﹃
延
喜
式
﹄﹃
政
事
要
略
﹄
か
ら
知
ら
れ
る
蘇
の
用
途
は
︑
な
に
よ
り
供

御
︵
天
皇
の
食
膳
︶
で
あ
っ
た
︒
そ
の
ほ
か
で
は
︑
大
臣
大
饗
・
二
宮
大

饗
な
ど
の
饗
宴
で
蘇
が
使
用
さ
れ
る
の
が
例
で
あ
っ
た
︒

大
臣
大
饗
と
は
︑
正
月
も
し
く
は
大
臣
が
任
命
さ
れ
た
際
に
︑
大
臣
の

邸
宅
で
開
催
さ
れ
た
た
饗
宴
で
あ
る
︵
13
︶

︒
正
月
に
行
う
も
の
を
正
月
大
臣
大

饗
︑
大
臣
が
任
命
さ
れ
た
際
に
行
う
も
の
を
任
大
臣
大
饗
と
区
別
す
る
︒

蘇
に
つ
い
て
︵
加
藤
︶
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こ
れ
に
対
し
て
は
二
宮
大
饗
と
は
︑
毎
年
正
月
二
日
に
臣
下
が
皇
后
・
皇

太
子
︵
す
な
わ
ち
二
宮
︶
を
拝
し
︑
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
饗
宴
で
あ
る
︵
14
︶

︒

い
ず
れ
も
貴
顕
が
主
催
す
る
祝
宴
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

﹃
江
家
次
第
﹄
巻
第
二
の
大
臣
家
大
饗
条
や
正
月
二
宮
大
饗
条
を
み
る

と
︑
宮
中
か
ら
蔵
人
が
遣
わ
さ
れ
蘇
と
平
栗
︵
甘
栗
︶
が
も
た
ら
さ
れ
る
︒

こ
の
使
者
が
﹁
蘇
甘
栗
使
﹂
で
あ
る
︒
蘇
甘
栗
使
の
姿
は
︑
江
戸
中
期
写

の
﹁
年
中
行
事
絵
巻
﹂
に
描
か
れ
て
い
る
︵
15
︶

︒

蘇
甘
栗
使
の
派
遣
は
︑
一
一
世
紀
に
ま
と
め
ら
れ
た
蔵
人
︵
侍
中
︶
の

職
掌
に
関
す
る
公
事
書
︑﹃
侍
中
群
要
﹄
に
詳
し
い
記
載
が
あ
る
の
で
︑

次
に
そ
の
文
を
引
用
す
る
︒

︻
史
料
11
︼﹃
侍
中
群
要
﹄
巻
八
︵
目
崎
徳
衛
校
訂
︶

蘇
・
甘
栗
使
事

大
臣
家
大
饗
︑
内
蔵
人
奉
レ

仰
召
二

仰
出
納
一︑
令
レ

調
二

蘇
・
甘
栗
等
一

︹
在
レ

所
︺︒
蘇
四
壺
・
栗
十
六
籠
︑
各
入
二

折
櫃
一
合
一
︹
合
二
合
也
︺︑

置
二

土
高
坏
一

︹
折
樻
・
高
坏
并
召
二

内
蔵
一

︺︑
小
舎
人
一
人
︹
二
人

歟
︺︑
仕
人
二
人
相
従
之
︒
蔵
人
束
帯
︹
著
二

麴
塵
袍
一

︺︑
向
二

彼
家
一︑

入
二

立
便
所
一

︹
中
門
召
之
︺︑
勧
レ

酒
給
レ

祿
禄
︹
給
レ

禄
之
時
︑
乍
二

把
笏
一︑
寄
レ

肩
候
之
︺︑
給
了
︑
即
下
レ

庭
再
拝
罷
出
︹
更
不
二

還
上
一︑

即
歩
出
之
︺︒
帰
参
奏
二

復
命
一

︹
禄
︑
落
二

置
便
所
一

︺︒
但
小
舎
人

禄
疋
絹
︑
家
司
出
来
給
之
︒
小
舎
人
挿
レ

頸
而
已
︒

﹃
侍
中
群
要
﹄
に
よ
れ
ば
︑
内
蔵
人
は
天
皇
の
仰
を
う
け
た
ま
わ
っ
て
︑

出
納
に
命
じ
て
蘇
と
甘
栗
を
準
備
さ
せ
︑
蘇
四
壺
と
甘
栗
十
六
籠
を
そ
れ

ぞ
れ
折
櫃
一
合
︵
蘇
の
折
櫃
と
甘
栗
の
折
櫃
で
合
計
二
合
︶
に
入
れ
る
︒

蔵
人
は
勅
使
と
し
て
麴
塵
袍

き
く
じ
ん
の
ほ
う

︵
天
皇
の
側
近
と
し
て
昇
殿
を
聴
さ
れ
た
六

位
蔵
人
の
服
制
︶
を
着
た
束
帯
姿
で
大
臣
の
邸
宅
に
向
か
い
︑
天
皇
か
ら

の
蘇
や
甘
栗
を
届
け
た
の
で
あ
る
︒
使
者
の
蔵
人
を
迎
え
た
大
臣
家
で

は
︑
酒
を
勧
め
禄
を
用
意
し
て
歓
迎
す
る
︒
職
務
を
果
た
し
た
蔵
人
は
大

臣
家
の
庭
で
再
拝
し
て
謝
意
を
示
し
た
後
︑内
裏
に
戻
っ
て
復
命
を
す
る
︒

そ
し
て
︑
蔵
人
の
他
に
小
舎
人
一
人
︑
仕
丁
二
人
が
従
う
こ
と
に
な
っ
て

い
た
︒

実
際
に
貴
族
の
日
記
で
確
認
し
て
み
る
と
︑
藤
原
師
輔
の
日
記
﹃
九
暦
﹄

で
は
︑
承
平
二
年
︵
九
三
二
︶
正
月
四
日
条
に
﹁
早
朝
殿
に
参
る
︒
大
饗

例
の
如
し
︒
蘇
・
平
甘
栗
の
勅
使
右
衛
門
尉
成
国
︑
禄
物
例
の
如
し
﹂︑

承
平
三
年
正
月
四
日
条
に
﹁
早
朝
殿
に
参
る
︒
大
饗
例
の
如
し
︒
蘇
・
甘

栗
の
勅
使
蔵
人
修
理
亮
源
中
明
︑
引
出
物
に
新
馬
一
疋
を
貢
る
﹂
と
︑
蘇

甘
栗
使
の
差
遣
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
両
年
で
蘇
甘
栗
使
が
遣
わ
さ
れ
た

﹁
殿
﹂
は
︑
師
輔
の
父
で
あ
る
左
大
臣
・
藤
原
忠
平
で
あ
っ
た
︒

大
臣
家
に
と
っ
て
は
︑
正
月
や
任
官
と
い
っ
た
ハ
レ
の
節
目
に
蘇
甘
栗

使
を
迎
え
る
こ
と
は
︑
天
皇
の
君
恩
を
確
認
す
る
意
味
が
あ
り
︑
蘇
甘
栗

使
は
大
饗
の
行
事
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
な
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か

し
貢
蘇
の
違
闕
も
あ
っ
て
︑
一
〇
世
紀
後
半
に
は
大
事
な
行
事
で
の
蘇
の

確
保
に
苦
心
す
る
様
子
も
う
か
が
え
る
︒
藤
原
実
資
の
日
記
﹃
小
右
記
﹄
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に
記
さ
れ
た
大
饗
で
の
事
例
で
あ
る
︒

︻
史
料
12
︼﹃
小
右
記
﹄
永
延
二
年
︵
九
八
八
︶
正
月
二
十
日
条
︵
大

日
本
古
記
録
︶

廿
日
︑
今
日
摂
政
殿
大
饗
也
︒
尊
者
二
人
︒

四
位
少
納
言
師
衡
・
元
忠
也
︑
列
立
之
儀
︑
列
二

左
中
弁
上
・
右
大

弁
下
一︒
左
少
弁
保
信
︑
是
四
品
也
︒
右
中
弁
惟
仲
︑
五
品
也
︒
官

位
之
間
︑
依
レ

無
二

便
冝
一︑
惟
仲
朝
臣
︑
不
レ

預
二

列
立
一︒
又
無
二

着
座
一︒

但
預
二

給
祿
一

云
々
︑
蔵
人
主
殿
助
挙
直
︑
自
レ

内
持
-二
参
甘
栗
一︒
但

無
レ

蘇
︑
是
依
二

西
海
道
未
献
一

也
︒
今
日
︑
左
右
丞
相
︑
引
物
馬
各

一
疋
︒
依
二

摂
政
大
饗
一

欤
︒
例
二
疋
也
︒
春
宮
権
大
夫
公
季
︑
着
二

款
冬
色
下
襲
一︒
甚
奇
々
々
︒
節
会
・
大
饗
︑
異
レ

色
更
不
レ

着
者
也
︒

こ
の
記
事
を
読
む
と
︑﹁
摂
政
殿
﹂︵
藤
原
兼
家
︶
が
正
月
二
十
日
に
大

饗
を
催
し
︑
一
条
天
皇
か
ら
遣
わ
さ
れ
る
蘇
甘
栗
使
を
迎
え
て
い
た
︒
と

こ
ろ
が
使
の
蔵
人
藤
原
挙
直
が
持
参
し
た
の
は
甘
栗
の
み
で
︑
西
海
道
が

貢
進
す
べ
き
蘇
の
違
闕
の
た
め
︑蘇
は
無
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒﹃
小

右
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
翌
日
の
正
月
二
十
一
日
に
な
っ
て
︑
よ
う
や
く
﹁
鎮

西
﹂︵
西
海
道
︶
の
蘇
が
確
保
さ
れ
た
た
め
︑
左
衛
門
尉
藤
原
兼
隆
が
勅

使
と
な
っ
て
蘇
・
甘
栗
が
形
式
ど
お
り
届
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒

さ
て
︑
君
臣
の
秩
序
を
確
認
す
る
重
要
な
儀
礼
で
あ
る
大
臣
大
饗
に
お

い
て
︑
天
皇
か
ら
差
遣
さ
れ
る
蔵
人
が
差
し
入
れ
る
食
品
は
な
ぜ
蘇
と
甘

栗
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

文
献
に
み
え
る
蘇
に
つ
い
て
考
察
し
た
斎
藤
瑠
美
子
・
勝
田
啓
子
両
氏

は
︑
大
饗
で
の
楽
舞
の
後
に
蘇
が
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
終
宴
の

酒
の
肴
あ
る
い
は
点
心
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
﹂
と

推
測
し
た
︵
16
︶

︒
そ
の
推
測
は
妥
当
と
考
え
る
が
︑
大
饗
で
の
差
し
入
れ
ら
れ

る
食
品
が
蘇
と
甘
栗
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
︒

こ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
は
平
安
期
の
儀
式
で
用
意
さ
れ
る
菓
子
の
記

事
を
参
照
す
る
こ
と
で
︑
あ
る
程
度
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
よ

う
︒
平
安
前
期
の
儀
式
書
で
あ
る
﹃
儀
式
﹄
に
よ
る
と
︑
践
祚
大
嘗
祭
や

元
日
節
会
・
女
王
禄
に
お
い
て
肴
物
と
菓
子
を
い
っ
し
ょ
に
用
意
す
る
規

定
が
み
ら
れ
た
︒﹃
西
宮
記
﹄
で
検
討
し
た
皇
太
子
元
服
で
は
︑
唐
菓
子
・

木
菓
子
・
干
物
を
組
み
合
わ
せ
て
盛
り
付
け
た
威
儀
の
膳
が
用
意
さ
れ
て

い
た
︒
こ
の
品
目
が
蘇
と
甘
栗
に
対
応
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

朝
廷
で
官
人
ら
の
食
膳
を
担
当
し
た
大
膳
職
に
は
︑
全
国
か
ら
種
実
・

果
実
が
ま
さ
に
﹁
木
菓
子
﹂
と
し
て
貢
進
さ
れ
︑
朝
廷
の
行
事
・
儀
式
で

供
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
唐
菓
子
﹂
と
は
︑
お
も
に
小

麦
を
材
料
に
し
て
外
来
の
製
法
で
調
進
さ
れ
た
食
品
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
皇
太
子
元
服
儀
で
用
意
さ
れ
る
唐
菓
子
と
木
菓
子
は
︑①
外
来
の
食
品
︑

②
在
来
の
種
実
・
果
実
を
組
み
合
わ
せ
て
用
意
さ
れ
た
行
事
食
と
理
解
さ

れ
る
︒

同
様
に
天
皇
か
ら
大
臣
家
の
饗
宴
に
差
し
入
れ
ら
れ
た
の
が
蘇
と
甘
栗

で
あ
っ
た
理
由
も
︑
①
外
来
の
製
法
で
作
ら
れ
た
希
少
な
乳
製
品
︵
蘇
︶︑

蘇
に
つ
い
て
︵
加
藤
︶
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②
伝
統
的
に
食
さ
れ
て
き
た
種
実
の
代
表
︵
栗
︵
17
︶

︶︑
こ
の
二
種
を
組
み
合

わ
せ
た
の
が
恒
例
化
し
︑
蘇
甘
栗
使
と
し
て
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

付
け
加
え
る
と
︑
蘇
甘
栗
使
は
平
安
時
代
の
文
学
作
品
の
な
か
に
も
登

場
す
る
︒﹃
枕
草
子
﹄
の
﹁
め
で
た
き
も
の
﹂︵
第
八
四
段
︶
の
な
か
で
︑

六
位
の
蔵
人
が
青
色
姿
︵
麹
塵
袍
を
着
た
姿
︶
で
﹁
大
饗
の
を
り
の
甘
栗

の
使
な
ど
に
ま
ゐ
り
た
る
︑も
て
な
し
や
む
ご
と
な
が
り
た
ま
へ
る
さ
ま
﹂

と
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
単
に
﹁
甘
栗
の
使
﹂
と
あ
っ
て
蘇
が
欠
け
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
︑
管
見
の
限
り
﹃
枕
草
子
﹄
の
諸
註
釈
で
注
意
し
て
い
る

も
の
は
な
い
︒
あ
る
い
は
︻
史
料
12
︼
で
挙
げ
た
よ
う
に
一
〇
世
紀
後
半

に
は
貢
蘇
の
違
闕
が
多
く
︑
甘
栗
の
み
が
差
し
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

背
景
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

と
も
か
く
︑
蘇
甘
栗
使
は
天
皇
か
ら
の
使
者
と
し
て
﹁
め
で
た
き
も
の
﹂

と
賞
美
さ
れ
︑
大
臣
家
で
は
ハ
レ
の
行
事
に
欠
か
せ
な
い
存
在
と
し
て
丁

重
に
迎
え
ら
れ
て
い
た
︒
蘇
の
よ
う
な
貴
重
な
食
品
が
単
に
嗜
好
や
薬
効

か
ら
だ
け
で
は
な
く
外
来
の
食
製
品
と
し
て
重
視
さ
れ
︑
食
品
の
贈
与
を

通
し
て
君
恩
を
確
認
す
る
機
会
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
お

き
た
い
︒

2
．
仏
教
儀
礼
の
な
か
の
蘇

こ
の
他
の
蘇
の
用
途
で
は
︑仏
教
行
事
に
も
使
用
さ
れ
た
例
が
目
立
つ
︒

こ
の
点
は
佐
藤
健
太
郎
氏
の
考
察
が
詳
し
く
︑
墨
書
土
器
の
例
を
挙
げ
地

方
寺
院
の
法
会
で
も
蘇
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
︵
18
︶

︒

朝
廷
の
行
事
で
み
て
み
る
と
︑
毎
年
正
月
に
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
﹄
を

講
読
し
︑
国
家
の
安
泰
と
天
皇
の
安
穏
を
祈
る
法
会
︵
御
斎
会
︶
に
お
い

て
︑
講
読
師
や
僧
綱
に
は
﹁
蘇
一
壺
・
干
薑
三
両
﹂
が
施
さ
れ
た
︒
聴
衆

に
与
え
ら
れ
る
の
は
﹁
干
薑
二
両
﹂
が
の
み
で
蘇
は
な
く
︑
講
読
師
・
僧

綱
と
聴
衆
で
は
格
差
を
設
け
て
い
る
︵﹃
延
喜
式
﹄
内
蔵
寮
26
御
斎
会
蘇
条
︶︒

ま
た
怨
敵
の
調
伏
と
国
家
の
安
泰
を
祈
っ
て
宮
中
真
言
院
で
修
さ
れ
る

大
元
帥
法
で
は
︑
用
意
さ
れ
る
雑
香
の
な
か
に
﹁
蘇
二
壺
﹂
が
み
え
て
い
る
︒

︻
史
料
13
︼﹃
西
宮
記
﹄
巻
一

八
日
太
元
所
遣
御
衣
事

八
日
太
元
所
遣
御
衣
事

太
元
御
修
法
所
請
雑
香
事

丁
子
香
一
両
・
白
檀
香
十
両
・
浅
香
十
両
・
薫
陸
香
十
両
・
安
息

香
十
両
・
百
和
香
十
両
・
青
木
香
十
両
・
苓
陵
香
十
両
・
蘇
二
壺
・

蜜
一
升
︑
已
上
減
定
所
給
レ

之
法
也
︑

真
言
院
御
修
法
所
請
雑
香
事

龍
脳
香
一
両
・
丁
子
十
両
・
白
檀
一
両
・
薫
陸
十
両
・
蘇
二
壺
・

蜜
二
升
︑

真
言
院
御
修
法
︑
両
界
也
︒
前
年
金
剛
界
︑
次
年
胎
蔵
︒
輪
転

行
レ

之

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
い
ず
れ
も
香
料
で
あ
り
︑
国
内
で
は
産
出
し

な
い
舶
載
品
が
多
い
︒
こ
の
よ
う
な
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
香
料
が
真
言
密
教
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の
修
法
の
な
か
で
焚
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
食
品
で
は
な
い
蘇
の
利
用
で

あ
り
︑
密
教
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た
大
陸
の
文
化
の
な
か
で
︑
乳
製
品

で
あ
る
蘇
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
食
品
で
あ

り
香
料
で
も
あ
る
蘇
は
︑
薬
品
に
も
用
い
ら
れ
た
︒
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

の
は
︑
蘇
と
蜜
か
ら
製
し
た
﹁
蘇
蜜
煎
﹂
を
藤
原
道
長
が
服
用
し
た
こ
と

で
あ
る
︵
19
︶

︒
む

す

び

こ
こ
ま
で
︑
古
代
の
乳
製
品
﹁
蘇
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
の
実
態
や
貢
納
・

用
途
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
︒
ふ
り
か
え
る
と
︑
乳
牛
の
飼
育
や
乳
製

品
を
食
べ
る
文
化
は
︑
乳
長
上
に
任
用
さ
れ
る
和
薬
使
主
の
伝

承
︵︻
史
料
8
︼﹃
新
撰
姓
氏
録
﹄︶
に
あ
っ
た
よ
う
に
渡
来
人
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
︑
七
世
紀
か
ら
徐
々
に
普
及
を
し
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
︑

蘇
は
正
月
の
饗
宴
や
斎
会
で
供
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
乳
牛
を
飼
育
す

る
牧
の
維
持
が
難
し
く
な
り
︑蘇
の
貢
納
に
問
題
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
︒

そ
の
結
果
と
し
て
︑
蘇
は
後
に
生
産
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

お
も
え
ば
和
薬
使
主
が
も
た
ら
し
た
の
は
牛
乳
だ
け
で
は
な
く
︑
仏
典

や
漢
籍
︑
医
薬
書
や
仏
像
・
楽
器
と
い
っ
た
一
連
の
文
物
で
あ
っ
た
︒
蘇

は
そ
の
な
か
の
一
要
素
で
あ
っ
て
︑
正
月
の
饗
宴
︵
大
臣
大
饗
・
二
宮
大

饗
︶
や
斎
会
︵
御
斎
会
︶
で
供
さ
れ
る
と
り
わ
け
希
少
な
食
品
・
香
料
と

し
て
珍
重
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
蘇
に
関
す
る
研
究
と

し
て
は
蘇
の
性
質
や
形
状
な
ど
を
主
に
し
た
も
の
が
多
く
︑
蘇
が
実
際
に

ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
を
論
じ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
︒
こ
の
論

文
で
は
蘇
の
用
途
を
主
に
述
べ
る
こ
と
で
︑
蘇
の
性
質
や
形
状
だ
け
で
な

く
用
途
に
関
す
る
研
究
の
進
展
に
繋
が
れ
ば
と
思
う
︒

注
︵
1
︶
東
野
治
之
﹃
木
簡
が
語
る
日
本
の
古
代
﹄︵
岩
波
新
書
︑
一
九
八
三

年
︶

︵
2
︶
斎
藤
瑠
美
子
・
勝
田
啓
子
﹁
日
本
古
代
に
お
け
る
乳
製
品
﹁
蘇
﹂

に
関
す
る
文
献
的
考
察
﹂﹃
日
本
家
政
学
会
誌
﹄
三
九
︑
一
九
八
八

年
四
月
︒

︵
3
︶
瀧
川
政
次
郎
﹁
日
本
上
代
の
牛
乳
と
乳
製
品
﹂︵﹃
増
補
新
版

日

本
社
会
経
済
史
論
考
﹄
名
著
普
及
会
︑
一
九
三
九
年
︒
一
九
三
九
年

初
出
に
追
記
︶︑
東
野
治
之
・
池
山
紀
之
﹁
日
本
古
代
の
蘇
と
酪
﹂︵﹃
長

屋
王
家
木
簡
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
一
九
九
六
年
︑
一
九
八
一
年
初
出
︶︑

東
野
治
之﹃
木
簡
が
語
る
日
本
の
古
代
﹄︵
岩
波
新
書
︑一
九
八
三
年
︶︒

こ
の
ほ
か
関
根
真
隆
﹃
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
六
九
年
︶︑
中
村
修
也
﹁
日
本
古
代
に
お
け
る
牛
乳
・
乳
製
品

の
摂
取
﹂︵﹃
風
俗
﹄
二
六
︱
四
︑
一
九
八
七
年
十
二
月
︶︑
廣
野
卓
﹃
古

代
日
本
の
ミ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹄︵
中
公
新
書
︑
一
九
九
五
年
︶
な
ど
を

蘇
に
つ
い
て
︵
加
藤
︶
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参
照
︒

︵
4
︶
佐
藤
健
太
郎
﹁
古
代
日
本
の
牛
乳
・
乳
製
品
の
利
用
と
貢
進
体

制
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
牧
と
馬
政
官
司
﹄︵
塙
書
房
︑
二
〇
一
六
年
︶︑

二
〇
一
二
年
初
出

︵
5
︶﹃
本
草
集
注
﹄
の
こ
の
条
文
は
︑
一
〇
世
紀
に
成
立
し
た
日
本
撰

述
の
医
書
・﹃
医
心
方
﹄
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
︒﹃
医
心
方
﹄
巻
第

三
十

五
宍
部
第
三
﹁
蘇
﹂
で
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

︵
6
︶
和
田
英
松
﹃
本
朝
書
籍
目
録
考
証
﹄︵
明
治
書
院
︑
一
九
三
六
年
︶

︵
7
︶
瀧
川
氏
前
掲
注
3
論
文

︵
8
︶
佐
藤
氏
前
掲
注
4
論
文

︵
9
︶﹃
延
喜
式
﹄
民
部
省
下
58
貢
蘇
番
次
条
︒
な
お
近
年
は
﹃
延
喜
式
﹄

以
前
の
貢
蘇
制
度
と
し
て
︑﹃
新
撰
年
中
行
事
﹄
に
引
用
さ
れ
た
﹃
弘

仁
式
﹄
の
逸
文
が
報
告
さ
れ
て
お
り
︑
弘
仁
式
制
︵
三
番
︶・
延
喜

式
制
︵
六
番
︶
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
西
本
昌
弘
﹁﹁
官
曹
事
類
﹂

﹁
弘
仁
式
﹂﹁
貞
観
式
﹂
な
ど
の
新
出
逸
文
︱
﹃
新
撰
年
中
行
事
﹄
に

引
か
れ
る
新
史
料
︱
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
年
中
行
事
書
と
新
史
料
﹄
吉

川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
九
九
八
年
初
出
︶︑
佐
藤
氏
前
掲
注

3
論
文
︒

︵
10
︶
東
野
・
池
山
前
掲
注
3
論
文
︑
廣
野
氏
前
掲
注
3
著
書

︵
11
︶
和
薬
使
主
に
よ
る
乳
牛
の
飼
育
・
乳
長
上
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
廣
野

氏
前
掲
注
3
著
書
や
斎
藤
・
勝
田
氏
前
掲
注
2
論
文
に
検
討
が
あ
る
︒

︵
12
︶
新
井
喜
久
男
氏
は
︑
乳
牛
戸
と
乳
戸
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘

す
る
︒
新
井
喜
久
男
﹁
官
員
令
別
記
に
つ
い
て
﹂︑﹃
日
本
歴
史
﹄

一
六
五
︑
一
九
六
二
年
三
月

︵
13
︶
大
臣
大
饗
に
つ
い
て
は
︑
神
谷
正
昌
﹁
大
臣
大
饗
の
成
立
﹂︵﹃
平

安
宮
廷
の
儀
式
と
天
皇
﹄
同
成
社
︑
二
〇
一
六
年
︒
一
九
九
八
年
初

出
︶︑
山
下
信
一
郎
﹁
大
臣
大
饗
管
見
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
国
家
と
給

与
制
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
年
︒
二
〇
〇
三
年
初
出
︶︑
渡
邉

誠
﹁
大
臣
大
饗
沿
革
考
﹂︵﹃
史
人
﹄
三
︑
二
〇
一
一
年
五
月
︶︑
告

井
幸
男
﹁
大
饗
小
考
﹂﹃
立
命
館
文
学
﹄
六
二
四
︑
二
〇
一
二
年
一

月
の
ほ
か
︑
古
典
的
業
績
で
あ
る
倉
林
正
次
﹃
饗
宴
の
研
究
﹄
儀
礼

編
︵
桜
楓
社
︑
一
九
六
五
年
︶
や
太
田
静
六
﹃
寝
殿
造
の
研
究
﹄︵
吉

川
弘
文
館
︑
一
九
八
七
年
︶
を
参
照
し
た
︒

︵
14
︶
二
宮
大
饗
に
つ
い
て
は
︑
田
村
葉
子
﹁
二
宮
大
饗
の
成
立
と
背
景
﹂

﹃
史
学
研
究
集
録
﹄
一
九
︑
一
九
九
四
年
三
月
︑
中
本
和
﹁
中
宮
大

饗
と
東
宮
大
饗
﹂﹃
続
日
本
紀
研
究
﹄
四
〇
四
︑
二
〇
一
三
年
六
月
︑

佐
野
真
人
﹁
皇
后
拝
賀
儀
礼
と
二
宮
大
饗
﹂﹃
古
代
天
皇
祭
祀
・
儀

礼
の
史
的
研
究
﹄︵
思
文
閣
出
版
︑二
〇
一
九
年
︒
二
〇
〇
八
年
初
出
︶

を
参
照
し
た
︒

︵
15
︶﹁
年
中
行
事
絵
巻
﹂︵
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

鷹
・
六
七
六
︶︒
宮
内
府

図
書
寮
編
﹃
図
書
寮
典
籍
解
題

文
学
篇
﹄︵
一
九
四
八
年
︶︑
田
中

重
太
郎
﹃
枕
冊
子
全
注
釈
﹄
二
︵
角
川
書
店
︑
一
九
七
五
年
︶
参
照
︒
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︵
16
︶
斎
藤
瑠
美
子
・
勝
田
啓
子
﹁
日
本
古
代
に
お
け
る
乳
製
品
﹁
蘇
﹂

に
関
す
る
文
献
的
考
察
﹂︵
前
掲
注
5
論
文
︶︒
斎
藤
・
勝
田
氏
に
よ

る
蘇
や
乳
製
品
を
対
象
と
し
た
共
同
研
究
に
は
︑﹁
日
本
古
代
に
お

け
る
乳
製
品
酪
・
酥
・
醍
醐
等
に
関
す
る
文
献
的
考
察
﹂﹃
日
本
家

政
学
会
誌
﹄
三
九
︑
一
九
八
八
年
一
月
︑﹁﹁
延
喜
式
﹂
に
基
づ
く
古

代
乳
製
品
蘇
の
再
現
実
験
と
そ
の
保
存
性
﹂﹃
日
本
家
政
学
会
誌
﹄

四
〇
︑
一
九
八
九
年
三
月
が
あ
る
︒

︵
17
︶
古
代
で
も
栗
が
栽
培
・
貢
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
長
屋
王
家
木

簡
や
二
条
大
路
木
簡
の
実
例
や
﹃
延
喜
式
﹄
大
膳
職
下
54
諸
国
貢
進

菓
子
に
規
定
さ
れ
た
平
栗
子
や
搗
栗
子
の
貢
進
に
よ
っ
て
知
る
こ
と

が
で
き
︑
中
世
で
も
栗
を
貢
進
す
る
供
御
人
の
活
動
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
︵
網
野
善
彦
﹁
天
皇
の
支
配
権
と
供
御
人
・
作
手
﹂﹃
網
野
善
彦

著
作
集
7

日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
八

年
︒
一
九
七
二
年
初
出
︶︒
栗
の
利
用
に
つ
い
て
は
︑
今
井
敬
潤
﹃
も

の
と
人
間
の
文
化
史

栗
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
四
年
︶

を
参
照
︒

︵
18
︶
佐
藤
氏
前
掲
注
4
論
文

︵
19
︶﹃
小
右
記
﹄
長
和
五
年
︵
一
〇
一
六
︶
五
月
十
一
日
条
︒

︵
か
と
う

あ
け
み
・
令
和
二
年
度
文
学
部
国
史
学
科
卒
業
生
︶

蘇
に
つ
い
て
︵
加
藤
︶
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